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令和２年第３回千早赤阪村議会臨時会会議録 

 

１． 招集年月日 

   令和２年８月２０日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村立保健センター 三階議事堂 

３． 出席議員        

   １番  田 中 博 治         ２番  関 口 ほづみ 

   ３番  井 上 浩 一         ４番  田 村   陽 

   ５番  千 福 清 英         ６番  藤 浦   稔 

   ７番  山 形 研 介 

４． 欠席議員 

   な   し 

５． 署名議員 

   ５番  千 福 清 英         ６番  藤 浦   稔 

６． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   村    長  南 本   斎     教  育  長  栗 山 和 之 

   総 務 課 長  日 谷 順 彦      北 浦 信 行 

   人事財政課長  中 野 光 二     地域戦略室長  赤 阪 秀 樹 

   住 民 課 長  池 西 昌 夫     健康福祉課長  尾 谷   浩 

           西 口 美 和     理    事  後 藤 崇 幸 

観光・産業振興課長  菊 井 佳 宏     理事兼災害復旧室長  中 川 郁 雄 

   施設整備課長  下休場 健 司     教 育 課 長  森 田 洋 文 

７． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   局    長  植 木 朋 子     主    査  石 橋 成 元 

８． 議事日程        

   日程第１ 会議録署名議員の指名について 

   日程第２ 会期の決定について 

   日程第３ 村長所信表明 

   日程第４ 議案第４５号 副村長の選任について 

   日程第５ 議案第４６号 村長の退職手当の特例に関する条例制定について 

   日程第６ 次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する

健康福祉課 
健康担当課長 

会計管理者兼 
税・債権担当課長 
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事項について 

   日程第７ 庁舎建設特別委員会の閉会中の所管事務調査について 

   日程第８ 金剛山ロープウェイ等のあり方に関する特別委員会の閉会中の所管事務

調査について 
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            午前１０時００分 開会 

○田中議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は７名でございます。定足数に達しておりますので、令和２年第３

回千早赤阪村議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 村広報掲載のため写真撮影を行いますので、御了承をお願い申し上げます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、５番千福議員、６番藤浦議員

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日８月２０日の１日といたしたいと思います。これに異議ありま

せんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日８月２０日の１日と決

しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第３、村長所信表明を行います。 

 なお、南本村長はマスクを外すことを許可いたします。マイクも使用いたします。よろ

しくお願い申し上げます。 

 南本村長。 

○南本村長 おはようございます。 

 所信表明をさせていただく前に一言、この盆明けの大変忙しい中、また９月の議会にも

かかわります忙しい中、こうして時間をとっていただき臨時議会を設けていただいたこと

に非常に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。議長、ありがとうございま

す。 

 それでは、所信表明をさせていただきます。 

 このたび６月２１日に執行されました千早赤阪村長選挙におきまして、多くの村民の皆

様から御信任を賜り、村長として村政運営を担わせていただくことになりました。お寄せ

いただく期待とその重責に身の引き締まる思いでございます。 
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 本日は、私にとりまして村長として初めての議会でございますので、今後の村政運営に

係る所信を申し上げ、議員の皆様並びに村民の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げま

す。 

 私は、千早赤阪村で生まれ育ちました。大企業、中小企業での勤務を経て、およそ２０

年前、ここ千早赤阪村で木材販売会社を設立しました。大企業では売り上げを上げるため

にはどのような努力が必要かを考え抜き、中小企業ではいかに部下を動かし、自分自身は

取引先といかに交渉するか、１０円２０円の差額に敏感に対応していくかを追求した日々

を送ってまいりました。 

 そして、生まれ育ったこの村で木材販売会社を創業して気がついたことは、いかに良い

ビジネスパートナーと出会い、互いの利点を生かし、仕事を通してともに成長できるか、

利益は出しながらも目先の利益には走らない、５年先、１０年先の仕事のシステム、仕組

みづくりを行うと考えてこの半世紀近くを働いてきました。同時に、仕事に愛情を持ち、

この村に愛着を持って働いてまいりました。 

 その間に４人の子どもたち全てが成人し、そして２年間に及ぶ在宅での看護・介護をし

てきた父を見送りました。その葬儀の場で、この村の文化、伝統を必ず守ってまいります

と喪主挨拶した日のことが頭から離れませんでした。 

 そこから何とも言えない不安感、このままでいいのだろうかと千早赤阪村の将来に対し

ての不安が募り、このままでは村の将来が見えない、今変えなければ、村を守らなければ

との思いがふくらみました。 

 そして、今しかないと思ったら即実行、行政経験がないことは逆に村民の皆様と同じ目

線で改革ができると信じての行動でした。結果として多くの村民の皆様から御信託を頂戴

し、村長に就任をさせていただきました。 

 元号が改まり令和に変わりましたが、村は昭和のまま歩みを止めています。今、求めら

れているのは改革と再生です。古き良き部分を活かしながらも、今の時代にふさわしい村

づくりが求められています。 

 千早赤阪村の再生は私たち世代の仕事です。そのためにも役場に新しい風を吹き込む、

役場から村に新しい風を吹き込むとの決意で、議員各位をはじめ、村民の皆様、職員が一

丸となって改革と再生に努めてまいります。そして、私を育み成長させてくれたふるさと

千早赤阪村に対し精一杯の恩返しに傾注してまいる所存でございます。 

 周辺の自治体との広域連携はもちろんのこと、村の財産活用も積極的に行い、さらには

経営感覚を大きく取り入れて、培ってきた企業とのつながりも活かし、協力をいただきな

がら新しい村づくりに邁進してまいります。そのためにはワンチーム、村中がワンチーム
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となることが必要です。皆様のお力添えをいただきながら、持ち前の行動力、瞬発力、実

行力、そして決断力で村政運営に取り組んでまいります。 

 それでは、今後の村政運営について、基本的な考え方と主な施策について申し上げま

す。 

 現在、進められている事業につきましては、基本的には継承します。これまで以上に村

民主体を基本とした村民との協働によるむらづくりを推進するために、費用対効果等を見

極めながら必要に応じて変えていかなければならないと考えております。 

 今後４年間で取り組む主な事業につきましては、選挙時においてマニフェストとして掲

げさせていただいておりましたが、次の１０項目を方針と定め、村政運営してまいりま

す。 

 １項目めとして、身を切る改革です。 

 私の任期中に係る村長の退職金を半減、５０％カットをさせていただきます。 

 ２項目めとして、若者や子育て世帯の応援です。 

 子どもたちは村の将来の担い手であり、子どもたちの成長とともに村も発展していくも

のと考えております。そのためにも子育てや教育に関する施策の推進が重要となってまい

ります。子育て世帯の問題、解決策を個別に議論するのではなく、一石二鳥にも三鳥にも

なるよう互いに相乗効果が発揮できるように、給食費の無償化や通学バス負担金の減額、

子ども医療費助成を１８歳に引き上げることはもとより、村内の古民家や空き家を活用し

た空き家情報バンク制度を継続し、並行して改修費の補助や家賃補助の効果検証を行い、

新たな移住・定住施策を検討してまいります。 

 これにより賑わいの創出と子育て世帯の負担軽減を行い、子どもたちの声のある村、活

気あるむらづくりを行い、いつまでも住み続けられる村の実現を目指してまいります。 

 ３項目めとして、新企業の誘致で雇用の拡大です。 

 最近の工場は「３無い」です。臭い、汚水、騒音は出ません。村には環境条例もあり、

自然豊かな河川、森林があります。村にふさわしい新企業の誘致を民間、経営者としての

経験を活かし、村長の私が先頭に立って∪ターン、Ｉターンの若い世代が住まい、働ける

企業誘致に積極的に取り組んでまいります。 

 ４項目めとして、起業する村をみんなで創るです。 

 村において働く場ができれば村の人口も増加します。村外の企業に頼るだけでなく、村

民の皆様と協働で村に必要な事業を行うＮＰＯ法人や会社を立ち上げ、支援を行える制度

の構築、地元農作物の販売や道の駅への支援、さらには村内の施設や民家を活用した福祉

事業への支援を推進し、特に村内の高齢者の方々に働く場、活躍する場の提供を行ってま
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いります。 

 ５項目めとして、過疎地にこそＩＴが似合うです。 

 最新のＩＴ（情報技術）を活用して、自由な移動、便利な買い物、行事への参加などが

促進されます。高齢化の進んだ過疎地にこそＩＴが必要です。少人数だからこそ実現でき

ます。村民誰もが活用できる防災・福祉・教育・観光・生活支援など総合的なＩＴ施策を

国や大阪府の協力を求め、補助金を最大限に活用し、村の強みを生かした先進的なＩＴ施

策に取り組んでまいります。 

 ６項目めとして、安心で便利な交通網の整備です。 

 買い物、通勤通学や各種福祉、文化施設への移動手段に必要な道路交通網の整備を行っ

てまいります。国道３０９号河南赤阪バイパス整備事業については、住民の皆様の意見を

聞きながら大阪府と調整して進めてまいります。 

 また、村道の補修事業を推進することで、安心・安全な道路にしてまいります。 

 ７項目めとして、農林業の再生支援です。 

 農業と林業は村の誇りと考えています。国、大阪府の補助事業を活用して農林業の再生

に取り組んでまいります。 

 また、ご高齢の農業経験が豊富な先輩たちと村で新たに農業を志す若者が共に農業を継

続し発展していけるシステムを構築するため、大阪府、ＪＡ大阪南と連携し支援してまい

ります。 

 あわせて、森林環境譲与税を活用し、森林の適切な経営管理の推進と林業の再生を図っ

てまいります。 

 ８項目めとして、伝統文化と楠公歴史観光です。 

 人口減少の中で村の伝統文化を継続することが困難になっています。祭礼に対しても、

ある一定の支援が必要であると考えています。 

 また、楠木正成公に関する歴史遺産や文化財も整備が不十分で、観光資源としても非常

に中途半端な状態となっています。千早城址、赤阪城址をはじめ、古道や寄手塚、身方塚

等の整備を推進し、観光事業を強化してまいります。 

 ９項目めとして、住民対話です。 

 各地区の組長会をはじめ、女性や子育て世代、若い方など様々な世代の村民の皆様と対

話を行い、村民の皆様が真に求める要望に耳を傾け、役揚の運営にタイムリーに反映して

まいります。 

 一方で、役場の透明性を向上させ、村の現状や行っている事業について村民の皆様にわ

かりやすく丁寧な説明を行ってまいります。 
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 １０項目めとして、ロープウェイです。 

 金剛山ロープウェイのあり方については、国、大阪府の支援なしに村単独での復旧工事

や運営は行うべきでないと考えます。村単独で行えば、現在約２０億円ある村の基金がな

くなってしまいます。これまでも民間の活力を活用した指定管理者方式を試みてきました

が、結果、開業以来５０年間、村は維持管理のために総額６億円、年平均１，２００万円

の巨額の赤字補填を税金で行い維持してきました。もはやこれ以上、村民の皆様に負担を

かけるわけにはいきません。 

 しかし、金剛山には府民の森・ちはや園地があります。私は、ロープウェイは村の財産

であると同時に大阪府の財産であり、資金も含めて責任を果たす立場にあると考えてお

り、国、大阪府の協力が得られるよう最大の努力を致してまいります。 

 最後に、危機管理対策です。 

 今般のコロナ禍における対策だけでなく、今後起こりうる災害や同時発生する危機事態

等に対応できる危機管理体制の強化が不可欠です。まず、役揚組織において危機管理体制

を見直します。 

 また、村の高齢化率は高く、高度医療を他市に依存せざるを得ない現状だからこそ、災

害弱者の視点で危機管理体制を総点検し、住民との協働や民間企業と災害協定を締結する

等、自助・共助・公助の考えのもと、様々な危機管理の対策に取り組んでまいります。 

 これらの政策を推進していくためにも村政運営の透明化を図り、わかりやすい説明と村

民の皆様、地域の声に耳を傾けること、そして村の発展のために今しなければならない改

革を皆様に御理解をいただき、共に手を携え、協働の村づくりを行って参ります。 

 冒頭でも申し上げましたが、時代は令和になりました。新しい時代に新しい千早赤阪村

を村民の皆様と共に創っていく、熱い思いと渾身の力、そしてこれまで民間で培ってきた

経験や人とのつながりを大いに生かし、職員とも心新たに進んで参る所存です。 

 どうか村民の皆様、村会議員の皆様にもご理解をいただき、ワンチームとなって新しい

村づくりにお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げ、所信表明とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

○田中議長 それでは、村長所信表明に対する総括質疑に入ります。 

 藤浦議員。 

○藤浦議員 議席番号６番藤浦です。議長通告に基づき、村長所信表明に対し、会派平政

会から質問します。 

 その前に、私ごとですが少し体調を崩しておりますので声が小さく聞き取りにくい点が

あるかもしれませんが、御容赦願います。 
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 それでは、まずはマニフェストにも掲げ、所信表明でも述べられた役場に新しい風を吹

き込むとはどういうことですか。伺います。 

 １６年間の松本村政を支えてきた村役場の幹部職員を一掃し、即戦力として新たに大阪

府などから職員を登用するという意味か伺います。 

 次に、前村長と激しい選挙戦の結果、約５００票の大差で村長に就任されました。基本

的に継承しますとは、南本村長に投票された村民への裏切り行為でちょっとした期待外れ

になるのではないですか。 

 それでは次に、主な事業について質問させていただきます。 

 １つ目は、任期中の退職金を半減されるとのことですが、村長給与の見直しはされない

のか伺います。 

 ２つ目は、共産党の公約でもある給食の無償化、通学バスの負担金の減額、子ども医療

費助成を１８歳に引き上げるはいつから施行されるのか伺います。この公約を実現するこ

とにより活気ある村づくりとなるのか伺います。 

 子育て世帯の負担軽減となることは間違いないが、一度軽減すれば、財政難になっても

戻すことは非常に困難であります。選挙で支援を得たとしても、村政運営に無責任な共産

党の……。 

(議員野次あり) 

 共産党の御機嫌をとるのではなく、将来の財政収支見通しを考えて村長としての責任あ

る判断をされ、村議会に提案をお願いします。 

 次に、新企業の誘致については、松本村長の１６年間では何ひとつ誘致できなかったと

言っても過言でありません。民間企業で成功された南本村長の手腕に大いに期待しており

ます。 

 そこで、森屋大森地区への誘致について何かお考えをお持ちならお聞かせ願います。 

 次に、農業の振興は必要であり、農業を志す若者がともに農業を継続するための支援を

述べられているが、その具体的な政策をお伺いします。 

 次に、祭礼に対してある一定の支援が必要と述べられているが、金銭的な支援を想定さ

れているのか伺います。私たち地区にとってはありがたい支援でありますが、神社の祭礼

でもあり税金を投入するのはいかがなものか懸念します。 

 また、千早城址、赤阪城址を初め、古道や森屋の寄手塚、身方塚等の整備を推進と述べ

られておりますが、寄手塚、身方塚の現状や状況を把握された上で南本村長は所信表明さ

れているのか伺います。 

 森屋地区の墓地内に所在し、隣接には個人の墓所が隣接し、土地に余裕もない場所でど
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のように整備されるのか、整備されるのなら森屋墓地の整備と村道の改良をあわせて整備

されるよう強く要望させていただきます。 

 次に、マニフェストではロープウェイを大阪府に返上すると掲げていますが、大阪府に

返上するための協議を大阪府とされているのなら、現在の進捗状況をお聞かせ願います。

国、大阪府の協議を得られるよう最大限の努力をされるでは、松本前村長と同じ状況であ

ります。ロープウェイ存続を訴えた松本前村長に大差で勝利されたのだからこそ、現在行

っている金剛山ロープウェイＰＦＩ事業等の可能性調査を打ち切り、ロープウェイの民間

譲渡や、できなければ廃止する方向を明確に村民に打ち出す必要を言うべきです。 

 時間がたてばたつほどロープウェイの機器は老朽化します。ＰＦＩ可能性の調査を見て

から民間譲渡を検討するのでは遅過ぎます。これは南本村長の今しかない、即実行を期待

しております。松本前村長肝いりのロープウェイ対策室をロープウェイ廃止室に変更が必

要だと思います。 

 最後に、危機管理対策ですが、役場組織の危機管理体制の見直しの時期と具体的な見直

し案をお聞きします。 

 終わります。 

○田中議長 引き続きまして、同会派ですから田村議員。 

○田村議員 議席番号４番田村陽でございます。平政会より議長通告させていただきまし

たとおり、所信表明に対し数点御質問させていただきます。 

 まず第１に、所信表明に先立って村広報８月号に掲載されました就任ご挨拶についてお

伺いいたします。 

 当該挨拶では、その冒頭におきまして支援への感謝が述べられております。しかし、こ

れは当選の御礼を目的として文書図画を頒布することを禁じた公職選挙法第１７８条に抵

触するのではないでしょうか。近年では２０１６年の下呂市長選後にも同様の事例があ

り、新聞で報道される事態となっております。 

 そもそも就任挨拶はすべての村民に対し行われるものであって、支援した村民に対して

のみ行われるものではありません。南本新村長をすべての村民が支持したわけではなく、

支援への感謝は新村長に投票しなかった村民への敬意を欠いており、就任挨拶として不適

当と言わざるを得ません。南本新村長の御認識をお伺いいたします。 

 第２に、財源についてお伺いいたします。 

 所信表明には支援策ばかりがずらりと並んでおります。しかし、財源についての言及は

見られません。財源なきばらまき政策など実施すれば、ただでさえ財政が危惧されている

本村の寿命はさらに縮まることになります。各支援策の財源について一体どのようにお考
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えなのかお伺いいたします。 

 続いて、第３点目に移ります。 

 所信表明には村は昭和のまま歩みを止めているとの文言がありますが、村議会といたし

ましてもこれまで少しでもよい村づくりを実現すべく努力してまいった所存でございま

す。具体的にどのような側面を指して昭和のままとおっしゃっておられるのかお伺いいた

します。 

 第４に、過疎地にこそＩＴ政策が似合う、総合的なＩＴ政策、先進的なＩＴ施策と威勢

のいい修飾語ばかり並びますが、事業の具体的な内容については一切記載がありません。

幾ら美辞麗句で飾ったところで事業は前へ進むわけではありません。具体的にどのような

内容を考えておられるのかお伺いいたします。 

 また、補助金を最大限活用しとの文言もございますが、現在そのような補助金というも

のがあるのでしょうか、その点についてもあわせてお伺いいたします。 

 第５に、新型コロナ対策についてお伺いいたします。 

 現在、大阪府の新型コロナウイルス感染者は１００人を上回る日々が続いております。

これまで感染者ゼロを続けてきた本村でも感染者が確認されており、新型コロナ対策は現

在最も喫緊の課題であると言って過言ではありません。にもかかわらず、所信表明に新型

コロナ対策についてほぼ言及がないというのは一体いかなる理由によるのでしょうか、新

村長のお考えをお伺いいたします。 

 第６に、新庁舎建設事業についてお伺いいたします。 

 所信表明においては、現在進められている事業については基本的には継承するとの文言

がございます。新庁舎建設に関しても、これまで検討されてきた方向性、とりわけ立地、

コスト、着工時期を維持していくのでしょうか、お伺いいたします。 

 第７に、大阪都構想について新村長の御認識をお伺いいたします。 

 今年の秋ごろに大阪市を４つの特別区に再編するとした都構想協定書に基づき、再び住

民投票が行われることが予想されております。これは対象区域である大阪市にとどまらず

大阪府全体の未来にかかわる大きな決定が行われようとしているとの現状と認識しており

ますが、大阪都構想について南本新村長はどのようにお考えなのかお伺いいたします。 

 以上、７点につきまして御答弁よろしくお願いいたします。 

○田中議長 答弁者、南本村長。 

○南本村長 今回の所信表明は、選挙公約を基本に今後４年間の任期の中で取り組みた

い、または進めていきたい私の考えを表明させていただいたものでございます。今後、こ

れらの施策を実現していくためには、施策の必要性や財源の確保など議会の先生方のご意
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見も聞きながら、村の財政状況を勘案し慎重に進めていく必要があります。 

 村議会議員の皆様をはじめ、村民の皆様、職員が一丸となり、ワンチームとなって新し

い村づくりを進めていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をいただきますよう

お願い申し上げます。 

 それでは、平政会の藤浦議員の総括質疑についてご答弁申し上げます。 

 まず、役場に新しい風を吹き込むについてですが、村を再生するための今後の村づくり

にはこれまでの固定概念ではなく時代にマッチした改革を進めていくことが必要であり、

改革を進めていくための決意を表わしたものでございます。 

 次に、基本的に継承しますにつきましては、村長がかわったからといってすべての事業

を見直すのではなく、村民主体を基本に費用対効果を見極めながら必要な事業は継続し、

効果の薄いものは思い切った見直しをするなど、令和の時代にふさわしい村への変化が必

要だと考えています。 

 次に、村長の給与と退職金の見直しにつきましては、本日、私の任期中の退職金につい

て５０％減額するための条例を提案させていただいております。 

 次に、子育て世帯への負担軽減につきましては、財源には限りがありますので無制限に

財源を投入するのではなく、費用対効果を見極めながら無駄な支出を減らし、事業の見直

しなど改革から生まれる財源をもとに事業の実現に向けて検討してまいります。 

 次に、企業誘致につきましては、私がこれまでに培ってきた経験やネットワークを活か

し、村長の私が先頭に立って、大森地区に限定することなく村内全域において実現の可能

性を探ってまいりたいと考えています。 

 次に、農業を志す若者への支援につきましては、就農直後の経営確立に対しての支援、

技術や知識の習得に対する支援、就農や経営向上のための必要な様々な支援を大阪府とＪ

Ａ大阪南と連携しながら推進してまいります。 

 次に、伝統文化の継承につきましては、地域に残る個性豊かな伝統文化は次世代へ継承

していくべきだと考えており、今後も残していく必要があります。継続していくための支

援のあり方について検討してまいります。 

 次に、楠公史跡につきましては、文化財を観光資源として活かしていくためには、現状

のままではなく案内板設置など一定の整備が必要と考えております。具体的な整備の方法

につきましては、関係機関と協議をしながら検討してまいります。 

 次に、金剛山ロープウェイにつきましては、大阪府と具体的な協議を進めているわけで

はありませんが、村単独で復旧工事や運営を行うべきでないという考えに変わりはありま

せん。 
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 また、ＰＦＩ事業の可能性調査につきましても、議会の議決を得て予算を確保し調査を

行っているものですので、議会を無視して一方的に契約を打ち切ることは考えておりませ

ん。 

 最後に、危機管理体制についてですが、現在のコロナ禍における対応に加え、大雨によ

る土砂災害、近い将来発生が予想されている東南海・南海地震への対応など、災害を想定

した危機管理のあり方がますます重要視されてきます。そのため、なるべく早い時期に総

務課内に危機管理室を設置し、危機管理体制の強化を図ってまいります。 

 次に、平政会の田村議員からの総括質疑についてご答弁申し上げます。 

 村広報８月号の就任ご挨拶についてでございますが、公職選挙法第１７８条において選

挙期日後の挨拶行為の制限が規定されています。本条に規定する違反行為とは、選挙人に

対して当選または落選に関し、挨拶をする目的をもってする行為であり、今回の広報紙に

おいては就任に際し村民の皆様に対するご挨拶及び決意を申し述べさせていただいたもの

と認識しております。当選のお礼を目的としたものではありません。ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 次に、政策の財源について、繰り返しになりますが、今回の所信表明は選挙公約を基本

に４年間の任期の中で進めていきたい私の考えを表明させていただいたものでございま

す。今後、これらの施策を実現していくためには、施策の必要性、財源の確保、実施体制

など、村議会議員の先生方のご意見もいただきながら慎重に検討していく必要があると考

えております。村の財政状況も勘案しながら政策決定し、持続可能な村政運営に努めてま

いります。 

 次に、昭和のままの具体的な点についてでございますが、時代が刻々と変化している一

方で、特に道路などのインフラ整備等が目に見えて進んでいない、昔と変わっていないと

感じているところでございます。 

 次に、先進的なＩＴ政策の具体策についてでございますが、昨今、自然災害が多発する

中、いかに住民の皆様に情報伝達し避難するかが大きな課題となっています。本村では防

災行政無線や戸別受信機による伝達を行っていますが、例えば全戸にタブレットなどのＩ

Ｔ機器環境が整備できれば災害状況を発信できるなど不音達地域にも情報伝達が可能にな

るとともに、加えて高齢者の買い物や移動などの生活支援、行政手続のオンライン化など

も盛り込めば、さらに住民の利便性の向上にもつながるのではないかと考えています。 

 このように、本村の地域性や財政状況を踏まえ、先進事例モデル地域として選定してい

ただけるよう国に働きかけ、検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス対策についてでございますが、ご指摘のとおり、現在、新型
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コロナウイルス対策については喫緊の課題であると認識しています。所信表明に盛り込む

までもなく、まさに日々各課において感染対策に取り組んでおり、今後も引き続き感染状

況に応じた対策に鋭意取り組んでまいります。 

 次に、庁舎建設についてでございますが、議員もご承知のとおり、昨今のコロナ禍にお

いて国内の経済が不安定となっており、今後、財政への影響が危惧されます。今回の新型

コロナウイルス感染症のような誰も予測し得ない有事に備え、基金を残しておかなければ

ならないのではないかと考えます。 

 また、コロナ禍が終息し、アフターコロナの時代を迎えたときには、新しい生活様式を

取り入れた上での計画が重要になってまいります。 

 これらのことを踏まえ、いま一度新庁舎建設事業の進め方や手法について再検討したい

と考えております。 

 なお、これらのことにつきましては、庁舎建設検討委員会、庁舎建設特別委員会にも諮

った上で判断してまいります。 

 次に、大阪都構想についてでございますが、今年の秋ごろをめどに賛否を問う住民投票

を行う方向で議論が進められております。今後もその動向を注視してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○田中議長 続きまして、関口議員。 

○関口議員 日本共産党関口ほづみです。就任に当たり、村長の今後の村政運営に係る所

信表明に対し総括質問をさせていただきます。 

 まず、所信表明では、主な事業について、現在進められている事業については基本的に

継続しますと述べられております。多くの村民はそうあってほしいと願い、さらなる前進

と住民要求を進めていただくことを望んでおられるのではないかと思います。 

 その上で、現在進められている事業の中に役場庁舎の建設があります。新庁舎建設は当

初の計画よりかなりおくれており、これまでの駐車場はそのままの状態で放置され、役場

を利用する人も職員にとっても大変不自由な状態です。 

 当初のスケジュールでは、今年４月着工、来年７月以降に供用開始の予定でした。災害

が多発する中で役場は災害時の災害対策本部として職員待機や危機管理室として重要な拠

点となります。住民サービスの拠点としても一日も早い建設を求める声もあります。新庁

舎建設の推進についての考えを伺います。 

 次に、子育て世帯応援施策について伺います。 

 子育て世帯応援について、給食費の無償化や通学バスの負担金の減額、子ども医療費助
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成を１８歳に引き上げることなど、私どもがこれまで提案してきた内容も挙げられまし

た。まさに子育て応援の村として、そして自然環境と合わせて子育て世代にとっては魅力

のある村となることが期待できます。 

 さて、通学バスの負担減額や子ども医療費助成の拡充は予算的にも可能であると考えま

す。子ども医療費助成についてはこれまで議会で取り上げてきました。予算的には１８０

万円から２００万円あれば可能だと担当課の答弁があり、すぐにでも実現可能ではない

か、どうしてこれまで実現しなかったのかと疑問にさえ思うところでございます。 

 通学バスの軽減について、小吹台から中学校への保護者負担月６，５００円を軽減する

ということについても予算的には可能ではないかと考えます。そして、千早地区など遠距

離通学補助の増額で保護者負担を軽減することも可能だと考えます。 

 ところで、所信では給食費の無償化についても触れられています。学校給食費について

は、これまでの教育委員会、また村の努力で保護者負担を軽減するため、給食費の補助を

実施していただきました。村の学校給食は関係者の努力で除去食も実施していただくな

ど、子どもたちの喜ぶ安全・安心で内容の良い学校給食として村の自信でもあります。こ

うした給食の内容を維持しながら、大阪府下でも安い給食費を保っていただいておりま

す。 

 ２０１９年度の学校給食会計決算によりますと、保護者負担金１，５２６万４，６３０

円と村の補助金４１０万２００円、合計１，９３６万４，０００円で食材費を賄っており

ます。給食費の無償化についての財政的な裏づけがあるのか懸念されるところでございま

す。この件についての財政的な見通しをお伺いいたします。 

 なお、コロナ対策として学校給食費は６月から３カ月間無償にしていただいています。

第２次臨時交付金の締め切りが９月３０日となっておりますが、日本共産党はこの交付金

を活用して給食費の無償化を今年度中に延長することや、通学バスの受益者負担を今年度

中無償にすること、遠距離通学助成も今年度中無償にすることなどを村長並びに教育長に

要望しておりますが、このこともあわせて実施していただけたら幸いでございます。 

 次に、国道３０９号整備についてお伺いいたします。 

 国道３０９号整備について、松本前村長も選挙公約で第３期区間（川野辺から音滝橋付

近）の早期実現を目指すと公約しておられました。この地域での３０９号の整備は住民の

強い要望でもあります。私は、音滝橋からメモリアルまでの整備を府に要望していただき

たいと思います。 

 次に、防災・危機管理対策についてお伺いいたします。 

 その一つは、温暖化による海水の上昇によりこれまでにない豪雨が全国で頻発し、被害
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が続出しております。村でも、２０１８年の台風では豪雨による土砂災害や倒木による道

路の寸断、げんき保育園の園庭崩壊などの被害があり、げんき保育園の移転を余儀なくさ

れました。 

 村では、２０１８年の台風の翌年２０１９年度、倒木などを予防するために村道支障木

伐採事業補助を行い、各地区で支障木伐採が進みました。しかし、今なお危険な支障木が

目立ちます。今年５月には中学校下の倒木があり、７月には小吹台の山林の倒木により民

家のガレージに横たわり、電線や電話線にも支障が出ました。幸い村の担当課で応急処置

などを済ませましたが、今なお危険な状態になっております。 

 そこで、２０１９年度単独事業となっていた村道支障木伐採事業補助を今後も規模を縮

小してでも実施していただき、災害防止に努めていただきたいと思います。 

 ２つ目に、コロナ対策について要望します。 

 コロナ感染者は、緊急事態宣言が出されていた第１波を大きく上回る規模で感染が広が

り、引き続き重要な課題となっております。緊急事態宣言が解除され、感染防止策に努め

ながら普通の生活を取り戻し、経済も動いています。この状態を維持するのであれば、Ｐ

ＣＲ検査の拡充がとても重要だと思います。 

 感染拡大している地域、感染震源地域、いわゆるエピセンターを明確にして、その地域

の住民、事業所の在勤者全員のＰＣＲ検査を行う体制をつくることが各会から意見が出て

おります。そして、医療機関、介護施設、福祉施設、保育園や幼稚園、学校など集団感染

によるリスクが高い施設職員への定期的なＰＣＲ検査などを行うことも必要です。こうし

た内容を大阪府に村長として要望していただくことを求めます。 

 最後に、保健所の拡充についても要望したいと思います。 

 １９９６年には大阪府には５４カ所の保健所がありました。河内長野支所などを含める

と６１カ所です。以後、維新府政のもとで保健所が統廃合され、現在では１８カ所に削減

されました。そのため、富田林保健所に電話をかけても全く通じないなど、コロナ禍での

対応が機能されていないこともありました。 

 今、大阪府全体で保健所に必要な専門職と事務職員を大幅に増員することが広がってお

りますが、このことについても大阪府に要望していただきたいと思います。 

 最後に、コロナ禍での村の体制について一言お願いしたいと思います。 

 感染拡大が広がる中でいつ感染してもおかしくない環境にある中、村コロナ対策本部は

職員に対しては感染拡大防止に向けて周知していただいております。 

 しかし、住民がコロナに感染したかもしれない、そう思ったとき、実際にはどこに相談

したらいいのかわからないといった声も住民から聞いております。かかりつけ医のない人
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はどうしたらいいのか、自分自身がＰＣＲ検査を受けたいけどどうしたらよいのかなど、

住民の不安や疑問に応える体制が整っておりません。 

 新聞やテレビなどではこうしたことも言われておりますが、村として住民のこうした不

安や疑問に応えられる体制を取っていただき、住民に周知していただくくことを要望し、

質問を終わります。 

○田中議長 答弁者、南本村長。 

○南本村長 それでは、総括質問についてご答弁申し上げます。 

 １点目の庁舎建設についてでございますが、役場庁舎における防災拠点や住民サービス

の拠点としての重要性は認識しているところでございます。さきにもご答弁させていただ

いたとおり、新型コロナウイルス感染予防への対応や財政状況なども踏まえ、いま一度新

庁舎建設事業の進め方や手法について再検討したいと考えております。 

 なお、これらのことにつきましては、庁舎建設検討委員会、庁舎建設特別委員会にも諮

った上で判断してまいります。 

 ２点目の子育て世帯応援施策についてでございますが、御質問の子育て世帯応援施策に

おける給食費の無償化につきましては、子育て世帯の負担軽減を図り、若い世帯の定住促

進につなげるものでございます。 

 財政的な裏づけにつきましては、財源には限りがありますので費用対効果を見極めなが

ら無駄な支出を減らし、改革から生まれる財源をもとに事業の実現に向けて検討してまい

ります。 

 ３点目の国道３０９号の整備についてでございますが、現在、第３期区間の事業化に向

け地元と協力し大阪府への要望活動と、地元住民、大阪府、河南町、村が参加し勉強会を

実施しているところで、今後も引き続き第３期区間の早期実現を目指してまいります。 

 ４点目の防災・危機管理対策についてでございますが、昨年度、村道支障木伐採事業補

助金を単年度事業として実施いたしました。この事業を実施したことで、台風などによる

村道への風倒木被害が軽減されたと考えています。 

 今後も、村民の皆様からの要望やご意見などをお聞きし、安心・安全な村道の維持管理

に努めてまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策について、日々感染者が増加する中、本村におい

ても早期から感染拡大防止を図るとともに、村民の皆様の命と暮らしを守るため、緊急支

援事業について職員一丸となって順次取り組んでいるところでございます。 

 新型コロナウイルスの感染リスクの高い人や自身の感染により集団感染を引き起こす可

能性の高い人へのＰＣＲ検査については、感染拡大状況や検査体制、医療提供体制などを
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考慮し、大阪府が地域の実情に応じて判断されることになると考えております。 

 次に、保健所は新型コロナウイルス患者や感染疑いのある人への対応など、幅広い公衆

衛生業務に取り組んでおられます。保健所で働く医師や保健師、事務などについては今後

も新型コロナウイルスのような社会的影響の大きい感染症の流行にも備えて感染症対策対

応人員が十分に確保されるよう、町村長会を通じて国や大阪府に要望してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

○田中議長 これにて村長所信表明に対する総括質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第４、議案第４５号副村長の選任についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 南本村長。 

○南本村長 議案第４５号提案理由。 

 議案第４５号は、副村長の選任についてでございます。前副村長の清水秀都氏が一身上

の都合により６月３０日付で退職されたことから、新たな副村長に西口栄一氏を選任いた

したく、地方自治法第１６２条の規定によりご提案申し上げるものでございます。 

 西口氏は、昭和３５年生まれ、河内長野市在住で、昭和５５年４月に大阪府職員に採用

され、生野府税事務所に配属された後、平成９年４月から総務部税制課主査、平成１１年

７月から審議室主査で木村副知事秘書、平成１９年４月から総務部税制課課長補佐、平成

２５年４月から政策企画部秘書課参事、平成２８年４月から住宅まちづくり部建築振興課

長、平成３１年４月からなにわ南府税事務所長を歴任されております。 

 このようなことから、西口氏は豊かな知識と経験をお持ちで行政運営に精通されてお

り、副村長として最適任であると考えておりますので、ご同意を賜りますようお願い申し

上げ、提案の理由並びに説明といたします。 

 なお、ご同意いただければ、８月２４日付で選任いたしたいと考えており、任期は４年

間でございます。よろしくお願いいたします。 

○田中議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 空白になっております副村長、一日も早い確保といいますかお願いしたいと

いう思いはあります。そして、清水前副村長に対しては村民、また議会の中でも残ってく

れはったらいいのにねという思いはありました。しかし、そういう思いとは残念ながら選

挙開票翌日の朝に辞表を提出され、その日に受理されまして、長らく空白になっておりま

す。 
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 そうしたことから、今回西口さんを提案されましたけれども、これまでほかにも３候補

ほどある中から西口さんを選びましたと説明会の中でもおっしゃっておりましたけれど

も、今回の選任に当たって、清水前副村長への打診などは行われたのかどうかお尋ねいた

します。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 私が７月１６日に本村に就任させていただいたときには、残念ながら松本前

村長や前副村長もどなたもおられませんでした。６月３０日で副村長が辞職されたという

ことで、私は副村長からも前松本村長からも引き継ぎ業務は何ひとつ受けておりません。

そういったことから、こちらのほうからオファーをかけることはしませんでした。 

 以上です。 

○田中議長 関口議員。 

○関口議員 選挙も非常に激しい選挙の中で前村長のためにということで頑張ってこられ

た副村長が今回みずから復活するということは難しいことであろうというふうに思います

し、村長もそういう判断から西口さんをご提案されたと思います。 

 清水副村長は、就任されたときには非常にやり過ぎやとかいろいろ意見もありましたけ

れども、この間、住民との裁判の事例とかいろいろありましたけれども、そういうことに

ついてもきっちりと対応していただいた結果、村民の中からも残ってくれたらいいのにな

という声はあったかと思います。 

 清水前副村長は、そうしたために村内をくまなく調査したり各団体のところに出かけた

りいろいろと努力されてきたことは私も認めるところでございます。 

 しかし、今回、本村とも近い河内長野市在住の西口さんを提案されました以上、この方

が副村長として働いていただけることを願っている一人ではありますけれども、西口さん

におきましても村内で努力していただきますように、村長のほうからも二人三脚で村内を

団体とかいろんなところも調査していただくよう、副村長として努力していただきますよ

うにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○田中議長 南本村長、答弁ありませんか。 

○南本村長 今、関口議員からご質問いただいて、今後、先ほど提案理由も申し上げまし

たがいろんな各課において精通されておりますので、また近いということで必ず村に協力

していただけるものと確信しておりますので、今後よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中議長 関口議員、いいですか。 
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○関口議員 はい。 

○田中議長 ほかにございませんか。 

 田村議員。 

○田村議員 今回の副村長人事についてお聞きいたします。 

 まず、順番に行かせていただきたいんですけれども、前副村長であった清水秀都氏はで

すね、大阪府庁の市町村課並びに地域保健課での経験を存分に活用していただいて行政改

革、新型コロナ対策を初め村政に多大なる貢献をしていただいたと認識しております。そ

れは先ほど共産党がおっしゃられたこととまさしく我々も同意するところでございます。 

 以前、南本村長に副村長人事について私お尋ねしたことを覚えておられると思います。

その際に、清水副村長を更迭するつもりだとはっきりお答えされたと私記憶しておりま

す。そのときにもお伺いいたしましたが、改めて清水秀都氏を更迭するとお決めになられ

た理由というのをお伺いしたいと思います。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 お答えします。 

 私は、この村長選に関して３年前からいろいろと後援会の方々といろいろお話をしてい

る中でいろんなご意見を聞かせていただき、隅々まで歩かせていただき、いろんなご意見

を聞かせていただきました。地域によってかなり格差、生活環境が違う、そういうこと

で、また高齢の方、またお若い方、いろんなさまざまな意見を聞かされておりました。 

 そのときにいろんな意見を聞かせていただいて、そのときはまだ告示にもなっていなか

ったかと思います。選挙に出させていただきたいということで、各議員の先生方に一人一

人回らせていただいてお願いしますということをお話しさせていただきました。告示にも

なっていませんでしたそのときの田村先生にお話しさせていただいたときは、そのときは

そのような考えで申したと思います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 そのような考え、その理由というのをお伺いしているんです。一体どういう

理由で更迭するというふうに決められたのか、その理由をお伺いします。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 その当時は、いろんな先ほども言いましたがさまざまなご意見を聞かせても

らった中で私の考えが村民の方々の意見を聞いてそのような判断をさせてもらったと思い

ます。 
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 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 そのさまざまな意見というのは一体どういう意見であったのか。結局、先ほ

ど共産党もおっしゃられましたけれども、清水副村長には多大なる貢献をしていただいた

わけですよね、それを更迭とすると決めたからにははっきりとした根拠というのは必要だ

と思うんです。私はその件についてお聞きしているので、その件についてお答えいただき

たいと思います。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 何度も申し上げますが、そのときは私は行政、役所の中の議員でもありませ

んし役所の職員でもありませんでした。先生方がそういうお考えというのは私は聞かされ

ておりませんでしたし、村民の方々の中でそういう意見が多かったのでそのときの考えは

そうであると考えさせていただいたと思います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 その際、一度お会いした際には私、別の理由をお聞きしたと思うんです。そ

のときには、村民の皆様がおっしゃっておられているからとおっしゃっていなかったと思

います。その件についてどのようにお考えかお伺いいたします。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 どなたがこのようにおっしゃっていたとかこの方がこうやとかということ

を、先生は村民一人一人の、また選挙で民意を受けてご当選なさった村会議員の先生でお

られます、その方にこの人がこう言っていたので私もこのように思うとかというふうな話

を先生にさせていただくつもりは毛頭ございませんし、ざくっとお話しさせてもらって、

田村先生と私は人間関係もできておりません、だからそのときに初めてお会いしてご挨拶

に行くまではほんの１回、２回お会いさせてもらうことぐらいしかできていなかったの

で、いわゆる村政についての議論やさまざまな意見交換はさせていただかなかったと思い

ますので、村民の皆さんの私の支援者、またいろいろと回らせていただいている中で私自

身がそう思っていたのでそのときはそのように考えていることをお話しさせていただいた

んだと思います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 清水副村長、本当に非常に多大な貢献をしていただいたと思うんです。その

点はもう職員の皆さんも我々議員一同も考えを同じくするところだと思うんです。我々が
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このように評価しておられる人物、これを一部の方のうわさで更迭を決めるというのはい

かがなんでしょうか。今後も出どころの不確かなうわさで村政において重要な判断をなさ

れるということはあってはならないと私は思うんです。ぜひとも今後も不確かなうわさで

判断するのではなく、しっかりとした根拠に基づいてご判断いただきたいというふうに思

います。 

 では続きまして、西口氏を副村長候補に選出された経緯についてお伺いいたします。 

 まず、西口氏と南本村長との関係についてお伺いいたします。 

 いつごろお知り合いになられたんでしょうか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 私は２０年ほど前から事業をさせていただきまして、所信表明にもありまし

たがさまざまないわゆる異業種の方々とのおつき合いがございました。その中で、和泉市

選出の元衆議院議員がおられます。この方は私の尊敬する方の一人でございます。その方

には選挙のときからいろいろ相談をさせていただいておりました。もともとその方が河内

長野市にこういう方がおられる、各課を回られておられて精通されている方がおられるよ

ということを私はお聞きさせていただきました。河内長野で通勤も時間が早い、何か災害

があったときもすぐ対応できるし人間的にもいい男やというふうに私は聞かされまして、

それまでは西口さんとは面識がございませんでした。 

 じゃあ、紹介してください、先生というふうに申し上げましたら、これはルールがあっ

て、直接じゃなしに河内長野市におられるから大阪府と精通する大阪の府会議員の先生を

通して直接会ったらどうやというふうに言っていただこうと、そういうふうな話をいただ

いたのでそういう形でお会いさせていただき、御面談をさせていただきました。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 いつごろ知り合われたのかお伺いします。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 私は、尊敬する元衆議院の先生とそのお話を聞かせていただいていたのはお

よそ１年ぐらい前だと、はっきりは覚えていませんがそのぐらい前にはその話を聞かせて

いただきました。ただ、私はそのときは村に対する何をどのようにしていかないといけな

いか、そのような話をたくさん持っておりまして、皆さんの意見、いろいろと若い世代の

方、いろんなさまざまな方々のお話を聞いておりましたので、そのときはまだ副村長の事

は全く頭には入っておりませんでした。 

 以上です。 
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○田中議長 田村議員。 

○田村議員 和泉市のその議員の方から西口氏について話を聞いたのが１年前ですね。実

際、その西口氏と面識を持たれたというのはいつぐらいかというふうにお伺いしているわ

けです。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 まず、ちょうど選挙が終わったときです、直接お会いさせてもらったのは。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 実際に面識を持たれて、選挙後ということですから実際には１カ月ちょっと

ぐらいという認識で構いませんでしょうか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 はい、実際に会ったのはそうです、電話では以前から話をさせてもらってい

ました。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 実際に知り合われて１カ月少々ということは、余り西口氏のご人格ですとか

今までの実績の内容ですとかなかなか把握しづらいところがあるのではないかなというふ

うに私危惧するところではあるんですけれども、経歴を見させていただきますとずっと税

務関係にいらっしゃったというところで、最後はなにわ南府税事務所長で現職もそうなん

ですかね、こちらの府税事務所では一体どういう業務をしておられるのかお伺いいたしま

す。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 府税事務所の所長をされておりますので、総括をされていると思います。詳

しい毎日どのような業務をされているかというのは聞いておりません。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 聞いておられないということなんですけれども、やはり実際副村長に就任し

ていただくとなったら実際の仕事ぶりが一体どういうものなのかというのは決定するため

には非常に重要な要素だと思うんです。 

 そこでお聞きしたい、なぜ現在の業務について確認しておられないのかお伺いしたいと

思います。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 田村議員がおっしゃっていることはよくわかるんですけど、私が一番西口氏
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を最適任だというふうに思ったのは、目的はこの千早赤阪村をいかにどのようにいい方向

に導いていくかということが一番大事なことだと思います。そのためにはやはり大阪府と

の連携が不可欠です。 

 そのために、先ほど私も申し上げていますが、私この６５年間人生ありますが、いろん

な成長をしたのは会社を経営して各いろんな方々のご意見を聞いたり、いわゆるネットワ

ークづくりが一番大切だなとこのように感じました。そういう意味で西口氏は大阪府にお

いて各課を、千早赤阪村にとって一番重要なこれから大阪府とかけ橋になっていただける

最適任者だと、いわゆる大阪府の今６０歳までおられるいろんな課を回っておられて、全

てにおいて大阪府と千早赤阪村に連携していただけるパイプ役になっていただける方だと

このように認識したからでございます。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 府との連携を考えて西口氏をお考えになられたということですね。了解で

す。 

 ただ、副村長は本村について当然熟知している必要があると思うんです、村のことが何

もわからなければ村の役場の副村長という重責を担うというのはなかなか難しいものだと

思います。西口氏はこれまでどのような形で本村にかかわってこられたのかお伺いいたし

ます。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 西口氏は大阪府でこの大切な仕事をされている、なにわ南府税事務所長をさ

れておりますので千早赤阪村と今までのかかわりというのは聞いておりませんが、そのか

かわりについては業務じゃないので恐らく私もわかりませんがかかわっておられないと思

います。今後、皆様のご協力とご理解をいただき、皆さんで私たち職員一丸となって盛り

上げ、大阪の一番のパイプ役となってやっていただけるように仕事をしていただけるもの

と思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 かかわりはないと思うとおっしゃられたんですね。ただ、やはり副村長の人

事を考える上において村のことをどれぐらい知っているかというのは当然考えなければな

らないことだと思うんです。今回疑問に思うのは、なぜかかわりはないと思うとおっしゃ

られたのか、思うということは確認しておられないということなんです、なぜ確認されな

いのか、村とのかかわりというのは副村長人事で一番大切なものじゃないんでしょうか、

その点についてお伺いいたします。 

○田中議長 南本村長。 
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○南本村長 田村議員がおっしゃることはよくわかりますが、私も実は行政経験が全くご

ざいません、所信表明にもお答えしたようにこうでないといけない、ああでないといけな

いという思いはたくさんあります。しかし、これは職員の皆様と議会の先生方と一つにな

って問題点を把握し邁進して、先ほども言いましたがいい方向に導いていくためにこれか

らやはり一つになってやっていかないと、私は千早赤阪村の行政に何ひとつかかわってお

りません、これから勉強を、私個人でいろいろとやってまいりましたがこれは実際に中に

入ってみないと村民の目からと、また行政からと違うところが多々あります、それを埋め

ていく、一つになって、ワンチームになってやっていくために副村長も一緒になってやっ

ていきたいと。 

 ただ、副村長はこの大阪府に対しての非常に深い経験とネットワークがございます、こ

れを大いに活用させていただけるものだと思っております。また先生方のご意見やさまざ

まなことをまた西口副村長を通して大阪府に伝える一番いい機会になると思いますので、

その点をよろしくお願いいたします。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 例えば、前職の清水前副村長は大阪府庁の市町村課におられたんです、そこ

で合併協議ですとかそういうところにかかわっておられまして非常に市町村について深い

知識をお持ちであった、こういう意味においてこの千早赤阪村の副村長として本当に適任

であった人物だと私は思っております。 

 今回、この西口氏の経歴を見させていただくと、主に税関係におられるんです。ただ、

余り私、税について千早赤阪村が何か課題を抱えているというふうに聞いたことはほぼと

いうかないんです。本当にこの府税、税関係を歴任してこられた西口氏が本村の課題解決

に適した人材だと言えるのか、もし適した人材だと思っておられるのであれば、本村がど

のような課題を抱えているのか、まずそれが１点、そしてそれをどのような形で西口氏が

解決していただけるのか、これが２点、この２点についてお伺いいたします。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 何度も申し上げていますが、私が提案理由を述べさせていただきました各課

でございますが、この課は税だけではございません、企画課、またまちづくり課にも行っ

ておられます、各課を一通り回っておられると思います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 わかりました、特に税関係を歴任してこられたので税関係と本村との課題解

決、そういう理由ではないということですね、わかりました。 
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 では、先ほどから府とのパイプを一番重視しておられるということのようですのでお聞

きしたいんですが、これまで府から来られた副村長というのは府からの推薦で来られてい

ると、推薦があるからこそ府とのパイプも維持していけるということになるわけですけれ

ども、西口氏にこの府からの推薦というのはあるんですか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 それは私はわかりません。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 府からの推薦があるなしというのはわからないということはないということ

なのかなとも思いますけれども、一応せっかくなのでおわかりになる方がどなたかいらっ

しゃいましたらご回答お願いいたします。府からの推薦はあるのかないのか。 

○田中議長 中野人事財政課長。 

○中野人事財政課長 推薦ということではなく、大阪府を退職、実際現職でおられますの

で大阪府を退職されて副村長に就任されるということで、大阪府との調整はさせていただ

いております。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 府からのそういう推薦とかはないということですよね。府から推薦がないの

に本当に府とのパイプというのを維持していけるのか、単に大阪府を退職された職員さん

ということであればほかにも大勢いらっしゃるわけです、村内にもいらっしゃるわけで

す。本当にこの府からのおっしゃるような後押しというのがないのに府とのパイプという

のを維持していけるとお考えなんでしょうか、その根拠をお伺いしたいと思います。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 先ほども申し上げましたように、大阪府、推薦ということはそういういわゆ

る市町村課の方からの推薦ということをおっしゃっていると思うんですが、先ほどからも

申し上げましたが西口氏に関しては税務所長をなさっていて、先ほども言いましたが同じ

知り合いの元衆議院の先生と話をしている中で、この西口さんは来年の３月までで退職さ

れるようになっておりました。そもそもこれを打診されたのが私が尊敬する前衆議院の方

なんですが、千早赤阪村の状況を伝えてぜひなってやってくれないかというふうな話をし

ていただいてこちらからお願いしたものでございます。安易に定年前におやめになった方

を行くところがないからじゃあ行こうかとかそういう軽い感じでお受けいただいているも

のでは決してございません。こちらからお願いしたということで早期退職をしていただい
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たと、それで今府の手続を済んでいただいたと、このように思います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 わかりました。 

 話を変えまして、副村長というものに対する村長の考えというものをお伺いしたいと思

うんですが、例えば忠岡町では１６年間、副村長を置いておりません、また河南町も先ほ

ど副町長を選任しないということになったと聞いております。副村長職は必ず置かねばな

らないというものではないわけです。 

 副村長職を置くと４年で５，０００万円ほど必要なわけです、大きな案件なんです。そ

れだけのコストを投じるからにはきちんと副村長の必要性というものを説明していただか

ないといけないと思います。その点につきまして、南本村長はどのようにお考えなのかお

伺いいたします。 

○田中議長 中野課長。 

○中野人事財政課長 副村長につきましては、村長というのは当然政治家でございますの

で村全体の政策を決定していくということでございます。副村長につきましては、行政マ

ンとして村長の政策のストップ役にもなりますし、また村全体の進行役になるということ

で非常に事務職としてのトップとして重要な役割を担っているということから、今までも

そうですし今後も副村長は必要であるというふうに認識しております。 

○田中議長 南本村長、何かつけ加えることはありませんか。 

○南本村長 ございません。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 私、村長のお考えをお聞きしたんです。課長さんのお考えをお聞きしたわけ

ではないので、なぜ村長からお答えいただけなかったのか、当然副村長が重要と思われて

いるから今回選任の議案を提案されたと思うんです。その村長が、今回の副村長が必要な

理由についてお答えいただけないというのはおかしくはないですか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 中野課長が申したように、私は政治家でございます。事務職のことに関して

のトップとしてどうしても必要だと思います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 例えば、今回先ほどお伺いしましたとおり西口氏は本村についてはかかわり

はないと、余り本村についてわかっておられないと思うんです。市町村課とか歴任されて
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いるわけでもありませんし、例えば現職の職員さんから副村長を選出すると、村のことも

わかっておられますし一つよかったのではないかと思うんですけれども、職員さんではな

く副村長を府の退職される方から持ってきた、職員を選ばなかった理由というのをお伺い

したいと思います。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 いろんなさまざまなオファーをいただいたりいろいろ考えましたが、いろい

ろ考えた上で西口氏を選ばせていただきました。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 わかりました。いろいろな考えで選ばれたと、わかりました。 

 ところで、私としては本村とかかわりもないし本村の課題の解決に対して何か直結する

わけでもないし府の推薦があるわけでもないし村長の公約を実現するためというわけでも

ないというふうに私は理解しております。現状、西口氏をなぜ選ばれたのか、衆議院議員

の方のご推薦ということぐらいしかないのかなと思うんですけれども。 

 話を変えまして、苦言を呈していただきたいと思います。今回、私１カ月位前から村民

の方から副村長が決まったというふうにお聞きしているんです。当然、副村長選任には議

会での議決が必要になってくるわけなんです。なぜこの議会で議決を経ているわけでもな

いのに、その人事案件というものをほかの村民の方に話してしまわれたのか。先日も８月

の中ぐらいですか、そこでもまた副村長人事についてお話しされたというふうに聞いてお

ります。 

 今後も行政の人事を外部に、議決を経てもいない行政の人事を外部に言って回られるお

つもりなのかお伺いいたします。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 私は、選挙時に後援会、政治団体を大阪府に届け出させていただき、また後

援会もつくっていただき、府のほうに届け出もさせていただきました。私をここまで押し

上げていただいた後援会の皆様、また幹部の皆様、非常に一番心配されているところは副

村長でございました。また、その幹部の方々からいろんなオファーをいただきそういうふ

うになっているので、一番心配されているところで私はお名前をきちっとこの方に私は決

めましたというお話は一切させていただいてはおりません。また、仮に決めても議会の承

認なしでは動くことができないということを役員の方々にお伝えさせていただいています

ので、私の胸の中では決めさせていただいています、大阪府の職員の方です、ただ議会の

先生のご承認をいただかないといけないのでということしか言っていないのですが、どこ
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でどのようになったのか私はよくわかりません。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 僕がその話を聞いたのは喫茶なんです、地域で実施しておられる、喫茶で話

せば当然その場に後援会の方以外にも大勢いらっしゃるわけですからそこで話が回ってい

くのはもう当たり前、一目瞭然だと思うんです。 

 もう一つ、その後援会の方には話したとおっしゃられるのであれば喫茶で話すべきでは

ないです。喫茶で話したら当然話は出回っていきますから、その点について何か留意され

たのかどうか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 ご指摘いただきましたとおり、今後、守秘義務等慎重に考えていくものでご

ざいます。ここまで話をして、そこから想定されても私が口火を切ったのには間違いござ

いませんので、今後、村政運営について守秘義務等については慎重にやっていきたいと思

います。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 ぜひとも特に人事案件は、その方本人に対しても大きな影響を与えるもので

ありますので安易に外部の方に言って回ることのないようお願いしたいと思います。 

 続きまして、先ほど申し上げましたけれども副村長を選任すると４年で５，０００万円

ほど必要になる大きな案件なんです。ただ、我々に示されたのはこの１１行の経歴だけな

んです、ずらずらずらとこうさまざま府税事務所とかまちづくり課とかにいらっしゃる

と。このわずか１１行の経歴だけで５，０００万円もの案件を果たして決めることができ

るとおっしゃられるのか。 

 僕らがお伺いしたのは家が近いだけなんです、この１１行の経歴と家が近いということ

でなぜこの５，０００万円もの案件をたったこれだけの情報で決めることができるんでし

ょうか。村長は村民目線とおっしゃいますけれども、やはり重要な案件を決めるには村民

の普通の考えでいえば最初にいろいろ情報に対して根回ししておくのが普通じゃないかと

思うんです。今回そんな根回しもなくいきなり１１行をぽんと出されて、ほんで５，００

０万円もの案件です、それで決定してくれというのはむちゃな話だと思うんです。村民目

線ということであれば、普通この１１行の経歴で５，０００万円決めません。村長、その

点についてどのようにお考えなのかお伺いします。 

○田中議長 南本村長。 
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○南本村長 千早赤阪村、私過去を振り返りますと全て副村長、もしくは昔は呼び名が違

ったかもわかりません、そういうことで村長を支えてきた方が、または事務職としてトッ

プとしてずっとここに勤務されていたように思います。そういう意味で、私も公約、また

マニフェストを村民の皆様のために、また村のために推進していく、もちろん議員の先生

方のご意見も聞きながらいい方向に導くためには大阪府とのパイプ役が当然必要ですし、

私を支えていただき私のマニフェスト、また公約を実現できるようにしていただく方には

必ず副村長が必要だと考えております。 

 今までの前村長、歴代の村長も多数そういう考えで副村長をお選びになったと思いま

す。よろしくお願いします。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 今おっしゃられたように、本当にこの村を改革したい、村を盛り上げていき

たいというふうに思っておられるであれば、よその自治体の挨拶回り、外にも副村長がど

ういう人物なのかの確認ですとか議員への根回しですとかそういったところのほうを留意

されるべきだったんじゃないのかなと、私はそのように思います。 

 今回当選されたわけですけれども、これがゴールではなくそこはこれから始まる新たな

４年間のスタートにすぎないわけですので、村長という重責、この重責を担ったからには

しっかりと村政や議会に向き合っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 田村議員から今全てお話、またご質問いただき、本当に貴重なご意見だと思

います、感謝いたします。今後、村政運営に対していろんな今後もご意見等をいただきな

がら副村長のご承認いただき、ともに切磋琢磨していきたいと思いますので、今後ともよ

ろしく議会の先生初め、田村議員、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員、いいですか。 

○田村議員 はい。 

○田中議長 ほかに質問は。 

 藤浦議員。 

○藤浦議員 今、村長からもいろいろ答弁をいただきましたが、田村議員と私のほうで質

問が共通している点が多々あると思いますが、ご容赦願います。 

 まずは、府とのパイプではないと、また府からの紹介ではない個人のつながりで西口さ

んは来られるということはよくわかりました。 
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 そこで、私の村は人口５，０００人少しの村で高級官僚です、先ほどから５，０００万

円という高級官僚が必要なのかどうか。それと、副村長というポストを無理くりポストが

あるからポストに当てはめなあかんというそんな感じもするわけです。 

 そこで、いろいろあるんですけれども、隣の河南町しかり先ほど言われましたように忠

岡町、そういうぐらいのところもあるわけですが、そこで村長に提案をさせていただきた

いんですけれども、村長は素人目線で村民と一緒にこれらの仕事をやっていきたいと、素

人だからできることがいっぱいあるんだと言われています。 

 そこで、いろいろと聞いていたらこの副村長候補にうちの村に精通しているというとこ

ろは一つも見えないわけなんですけれども、そこで我々村でいろいろ庁舎の問題だとか急

務の課題がたくさんあります。 

 そこで、私の提案ですけれども、優秀なプロパー、いわゆる職員さんがたくさんおられ

ると思うんですけれども、この方を課長級でも村に精通している十分しているわけです、

そういう方を採用じゃなしに副村長的に取り扱われたほうが一丸となると思いますが、そ

の考えはどうでしょうか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 職員は村に精通している優秀な職員がたくさんおられると思いますが、府に

精通している方はおられないと私は判断しました。 

 以上です。 

○田中議長 藤浦議員。 

○藤浦議員 先ほどから府のパイプではないということで、私が感じているのは府のほう

にたまたま勤めておられるというだけで、例えば府に対して要望しようと思ったら個人的

なつながりでの要望になると思うんです。組織と組織のつながりじゃないと思うんです、

そこを私は言っているので、それやったら一番精通している職員の方に兼務しているのは

村長自身も楽というたらおかしいですけれども村のためになるのではないかと私は提案し

ています。 

○田中議長 村長、答弁できますか。 

○南本村長 藤浦議員のお話、お考えもよくわかりました。 

 以上です。 

○田中議長 今の答弁でいいですか、藤浦議員。 

○藤浦議員 結構です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 動議を提案させていただきます。質問も尽きたようですので。 
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 会派で今回の副村長人事について検討させていただきたく暫時休憩を提案いたします。 

（「異議なし」の声多数あり） 

○田中議長 ただいま田村議員から休憩の動議がなされました。この動議は１人以上、要

するに２名賛成者がありますので成立いたしました。 

 休憩の動議を議題として採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 この動議のとおり決定することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、休憩の動議は可決されました。 

 したがって、ここで休憩いたします。 

            午前１１時４６分 休憩 

            午後 ０時０８分 再開 

○田中議長 休憩前に引き続き再開いたします。 

 議案第４５号に対する質疑はございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○田中議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４５号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により、本会議で議決す

ることに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、議案第４５号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４５号に対する討論に入ります。 

 討論される方ありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○田中議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○田中議長 これより議案第４５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに異議ございませんか。 
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○田中議長 異議がありますので、起立によって採決いたします。 

 関口議員。 

○関口議員 異議があるんやったら討論してもらわなあかんの違いますの。討論を先にや

ったやろ。 

○山形議員 議長、討論させたらよろしい。 

○関口議員 討論なしで賛成、反対……。 

○田中議長 もう一度、お諮りいたします。討論される方はありませんか。 

 討論がございますので、まず原案に反対者の討論から賜ります。 

 田村議員。 

○田村議員 反対の立場から討論させていただきます。 

 長らくさまざまなご質問に村長に答えていただいていました。ありがとうございます。

ただ、そこでわかったことは今回府からの紹介というわけではないと、そして村のことも

余り御存じないということです。さらに、村長ご本人も１カ月前ぐらいに実際面識もたれ

たということ、そしてまた府で実際どんな業務をしておられるかということも村長本人も

御存じないと。 

 今回、実は私、賛成する理由は正直ないんじゃないかと思うんです。どこに賛成理由が

あるのかとお聞きしたいぐらいです。 

 以上に関して私はこの本案件には反対すべきものと存じております。 

 以上です。 

○田中議長 次に、原案に賛成者の討論を賜ります。 

□井上議員。 

○井上議員 それでは、賛成討論いたします。 

 議案第４５号副村長の選任について賛成の立場から討論いたします。 

 西口氏は、昭和５５年に大阪府に奉職され、これまで４０年間にわたり多様な部署を経

験し、行政マンとして力を発揮されてきました。最後はなにわ南府税事務所長を務めるな

ど豊かな知識と経験をお持ちで、行政運営に精通されており、副村長として適任であると

考えます。 

 また、私個人としまして、地元議員、地元の方々にお聞きしたところ大変優秀な方で街

の中でも活躍しておられるということですので、今後の活躍に期待し、賛成討論といたし

ます。 

 以上であります。 

○田中議長 ほかに討論はございませんか。 
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 関口議員。 

○関口議員 賛成の立場で討論いたします。 

 これまでの審議を聞いておりましたら、まず副村長は今回初めての新しいポストではあ

りません、この間ずっと助役、それから副村長としてこの間ずっとポストとしてはありま

した。新村長を補佐していくためには重要な役割も果たすと、必要なポストだと考えてお

ります。 

 そして、西口氏については今もありましたように府の職員ということで、私たちはこれ

までも副村長の人事の案件に対しては経歴、そうしたことを議会に示されてそれで判断し

てきました。今回もそういうことから何ら問題はないと思います。 

 質疑を聞いておりまして非常に時間を費やすばかりで、改めて私はこういうときにこそ

新村長を支えていく副村長は重要なポストであるということで、ぜひ賛成をしていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○田中議長 ほかにございませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○田中議長 これにて討論を終結いたします。 

 賛否両論が出ておりますので、起立によって採決をいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

            （賛成３名 反対３名） 

○田中議長 可否同数です。よって、地方自治法第１１６条第１項の規定により、議長が

決することになっております。 

 議長は否決と決します。よって、本案は本会議において原案は否決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第５、議案第４６号村長の退職手当の特例に関する条例制定につい

てを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 南本村長。 

○南本村長 議案第４６号、提案理由。 

 議案第４６号は、村長の退職手当の特例に関する条例制定についてでございます。 

 本議案は、７月１６日から村長に就任した私の任期中の退職手当を５０％減額すること

と定めるものでございます。 

 決議を賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明といたします。 
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○田中議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 田村議員。 

○田村議員 退職金５０％カットというのは村長の選挙時の公約でしたよね、まさしく公

約をそのまま実践されるということで評価されるべきことだと私は考えております。 

 ただ、その横にセットで選挙時は村長給与７５万円を減額するというふうに、最初に公

約が２０個ほどあるのが一番最初がそこでした。今回、私てっきり村長給与も出ているは

ずです、恐らく専決でしておられるのか、もしくは１０％、２０％、３０％、何らかのパ

ーセンテージの減額案が今回の臨時議会に提出されるものだというふうに思っておりまし

た。 

 しかし、この所信表明には一文字も出てこない、あれだけ選挙時に見直す、減額すると

おっしゃっておられたんですから、しっかりその件についても公約を守られるべきではな

いでしょうか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 私は政治団体で４回のパンフレット、チラシを出させてもらいました。１回

目から４回目までかなり煮詰めてきたつもりですが、最終的に証紙ビラということで出さ

せていただいていますが、そこで公約として５０％減額とさせていただきました。 

 以上です。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 それは退職金のお話ではないですか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 給与、退職金を含めて見直すというふうに書かせていただいておりました。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 僕の記憶では、一番最初のビラでは村長の給与が１０万円上がったと、そこ

を批判しておられたと思うんです、この財政が苦しい中、なぜ１０万円上げるのか。ご自

身はそのまま村長給与上がった７５万を、そのままいただいたらこれは公約とは明らかに

真っ向から逆行するんじゃないですか。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 最終的にマニフェストとして証紙ビラに全て書かせていただいております。

そのように認識しております。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 証紙ビラでも給与７５万円を見直すというふうに、７５万円なんですか、給

与を見直すとあったと思うんですけれども、僕の記憶違いですか。 
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○田中議長 南本村長。 

○南本村長 給与、退職金を見直すということで、最終的に判断したのが５０％減額とい

うことでございます。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 今回の議会は村長が就任されて初めての議会ですよね。その一番最初の初め

ての議会で選挙時の公約、それを守らないというのはもう選挙時からそもそも守らないつ

もりで皆さんに言っておられたんですか。もしそうであれば、これはもう明確な村民に対

しての裏切り行為になるんじゃないですか。その点についてお考えをしっかりと伺いたい

と思います。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 最終、何度も申し上げていますが、第１回目、いろんな村民の皆さんの意見

を聞きながら最終的に証紙ビラで公約、マニフェストとして掲げさせてもらったもので

す。そのマニフェストの中に５０％減額ということで、今回の提案理由とさせていただい

ております。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 わかりました。今回は退職金５０％カットについてのみの議案ということで

すので、村長給与の減額については今後も引き続き追及させていただきたいと思います。 

 以上です。答弁結構です。 

○田中議長 南本村長。 

○南本村長 見直しということで給与減額というふうには書かさせてもらっていませんの

で、もう一度また文章をお読みいただいて、最終証紙ビラではそのように書かせてもらっ

ています。よろしくお願いいたします。 

○田中議長 いいですか。 

○田村議員 結構です。 

○田中議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○田中議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

  議案第４６号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決す

ることに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、議案第４６号につきましては本会議で議決す
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ることに決しました。 

 これより議案第４６号に対する討論に入ります。 

 討論される方ありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○田中議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○田中議長 これより議案第４６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり可決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第６、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮

問に関する事項についてを議題といたします。 

 本件につきましては、議会運営委員会の井上委員長から閉会中に次期議会の会期日程等

の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行いたいとの申し出

がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第７、庁舎建設特別委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。 

 本件につきましては、庁舎建設特別委員会の藤浦委員長から閉会中に所管事務の調査を

行いたいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○田中議長 議事日程第８、金剛山ロープウェイ等のあり方に関する特別委員会の閉会中

の所管事務調査についてを議題といたします。 

 本件につきましては、金剛山ロープウェイ等のあり方に関する特別委員会の山形委員長

から閉会中に所管事務の調査を行いたいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

 以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じ、令和２年第３回千早赤阪村議会臨時会を閉会いたします。 

 どうも皆さん御苦労さまでございました。 

            午後０時２２分 閉会 
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